
 

２２．写真・ビデオ撮影のご協力について            

当園では、保護者の皆様のご了承のもと、園だより等に子ども達の活動の写真を掲載し、

日々の活動の様子をお伝えしています。 

 

ご家庭には、様々なご事情の方もいらっしゃいます。保護者の方が、園行事や保育活動

等において、お子様の写真を撮影され、ご家族やご親族の方々と共有されることは構いま

せんが、撮影された写真の周りには、他のお子様も写っているということもあります。 

そのため、ご自身のお子さん以外の顔が分かる写真や動画等を X や Facebook、

Instagram、Youtube など SNS への掲載はご遠慮願います。 

保護者間においても、その様な場面に遭遇した場合は、園長、主任、担任までお伝え

ください。 

※日頃、園内での子どもの様子や園内に掲示している個人情報（写真・名前等） 

の撮影はご遠慮願います。 

2３．食事中の誤嚥・誤飲の予防について            

 保育園では、旬の食材に触れながら、楽しい食事の時間を通して、咀嚼や嚥下機能を獲得し

ていきます。しかし、臼歯まで生えそろうまでは、十分な咀嚼力が備わっていません。 

食事中は、食材の材質や口に入れる量など様々な要因により、誤嚥・誤飲する可能性は避け

られません。そのため、大人が目配り、気配り、心配りしていくことが大切です。 

 当園において誤嚥・誤飲の予防として、気道をふさぐ可能性のある食材（ぶどう（巨峰）、さ

くらんぼ、プチトマト、うずらの卵、白玉団子、ピーナツ、こんにゃくゼリー、ミニゼリーな

ど）は提供していません。 

また、食材だけでなく、たばこ、医薬品、磁石、ボタン電池、スーパーボールなど身の回り

にあるものによる誤嚥・誤飲事故も発生しています。今一度、家の中での安全確認をされ、子

どもの手に届かないところに保管するなど環境を整えておくことが大切です。 

 

※子どもの口に入る目安：トイレットペーパーの芯（直径 39㎜ 長さ 51mm 以下） 

※こんな材質は危険です。「ツルン＋球状＋歯ごたえがある」 

 

 

 

＜お弁当のお願い（誤嚥・誤飲予防）＞ 

 子ども達は「お弁当の日」となると、朝からとても楽しみにしています。 

おかずについてお願いですが、誤嚥・誤飲予防として、気道をふさぐ可能性のある食材はご遠

慮ください。また、カットしていたとしても園での提供は行いません。 

デザートは果物のみとなります。提供されていた場合は、基本的にお持ち帰りいただきます。 
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２４．午睡中の安全確保について                

昨今、厚生労働省から「乳児のうつぶせ寝による窒息等による事故の危険性」につい

て「睡眠中の赤ちゃんの死亡を減らしましょう」と提言し、以下の３点を推奨していま

す。 

 

 

そのため、当園では、「うつぶせ寝をさせない」「定期的に確認する」を午睡中のルー

ルとして徹底しています。 

      ご家庭においても「寝かしつけからあおむけ寝」を心掛けてくださいますようお願い

いたします。「あおむけ寝」を習慣づけ、お子様の命を保護者の皆様と共に守っていきた

いと思います。 
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２５．メディアとのつきあい方について             

 日本小児科医会が「スマホに子守をさせないで！」と提唱されています。 

乳幼児期は、多くの実体験を通して、言語の獲得や体力の向上、視力や感覚が著

しく発達する大切な時期です。そのため、テレビやＤＶＤ、スマホやタブレットな

ど、小さな平面画面を見る時間が長いと視力の発達だけでなく、他の感覚の発達を

妨げる可能性も十分に考えられます。 

家族みんなで、時間を決めたり、食事のときは消してみたり等、約束が出来ると

いいですね。 
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２６．仕事が休みの日の保育園利用について             

子ども達は、様々な体験や多くの人々との出会いを通して、心と体はもちろん、 

社会性も育っていきます。保育園では一日の大半を過ごしているため、仕事が 

休みの日は、「子どもと一緒に過ごす貴重な時間を大切にしていただきたい」と 

思います。 

また、学校行事や地域行事（授業参観、運動会等）は、就学への期待や憧れ生まれ

る時間であり、地域の方々との触れ合う貴重な時間になります。そのため、基本的

にご家族で過ごされてくださいますよう、よろしくお願いします。 

しかし、内容により、子ども同伴が厳しい場合は、職員までご相談下さい。 
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2７．児童虐待の防止について                 

 

子どもは、喜怒哀楽を思いのままに表現します。欲求や不快な気持ちを親や大人に受け

止めてもらいながら、人との信頼関係を築いていきます。子育ては、楽しさもいっぱいで

すが、叱ったり、怒ったりすることもあると思います。しかし、たとえ愛情で行われた「し

つけ」であっても、結果的に子どもの心身に著しく有害な影響を与えているとすれば、そ

れは「虐待」であるといえます。時には命に関する深刻な場合もあります。 

「児童虐待の防止等に関する法律」により、児童虐待を受けたと思われる児童を発見し

た者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所もしくは児童相談所ま

たは児童委員を介して「通告」しなければならないとなっています。 

 よって、虐待を受けているという確信まではなく、「もしかしたら虐待かな.….」と思う

程度であっても、通告する義務があります。 

 

 

 

 

 

児童相談所虐待対応ダイヤル「189」（いちはやく）に電話してください。子どもを守る

ためには、周囲の人たちが虐待にいち早く気づき、救いの手を差し延べる必要があります。 

 

「体罰」がゆるされないものであることについても法定化されました。 

子育ての心配や悩みごとなどについて、お気軽に保育園にもご相談ください。 

 

 

○児童虐待とは 

身体的虐待 殴るける、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れ

させるなど 

心理的虐待 言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別扱い、子どもの目の

前で家族に対して暴力をふるう（ドメスティック・バイオレンス：

ＤＶ）など 

ネグレクト 家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中

に放置する、気になっても病院に連れて行かないなど 

性的虐待 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体

にするなど 
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